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本マニュアルは，介護サービス情報公表支援センターが作成したものを，広島県内の事業者の皆さま

に，より分かりやすく説明するために，広島県介護サービス情報公表センターが加工したものです。 

 

【操作方法等についての問い合せ先】 

 

広島県介護サービス情報公表センター 

（社福）広島県社会福祉協議会 公益事業部管理課 

 TEL： （０８２）２５４－３４８1     FAX: （０８２）２５４－３０８０ 

  Ｅ-mail： koueki@hiroshima-fukushi.net 
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1章  はじめに 
1.1 介護サービス情報公表システムについて 

 
(1) 介護サービス情報公表システムの目的 

介護サービス情報公表システムは、都道府県内の介護サービス施設・介護事業所

が提供する介護サービス（居宅サービスや施設サービス等）の内容や実態を、介護

サービス施設・事業所が自ら報告を行い、指定調査機関によって調査し指定公表セ

ンターが一般公表するためのシステムです。18 年度、19 年度は、指定公表セン

ターと、事業所（報告事務）および指定調査機関（調査結果提出）との間では、紙

やExcel ファイルの調査票を授受し、記載ミスや確認をほとんど電話やメールでや

り取りしてきました。 

20年度からは、事務負担等の軽減策として、 

 

① 事業所や指定調査機関は、調査票記入内容や調査結果をインターネットを利

用して直接提出し、指定公表センターとの間で授受できるようになります。 

② また、19 年度では 13 種類（細分ベース）だった公表対象サービスが、20

年度には新たに 22 種類（細分ベース）が追加され 35 種類になります。各

区分において、二つ以上の介護サービスを一体的に運営している場合には、

各区分における介護サービスの公表内容の多くが共通であること等から、事

務負担等に配慮し、一体的に報告及び調査を実施することになります。 

 

この２点が、20年度介護サービス情報公表システムで大きく変わる点です。 

 

(2) このマニュアルについて 
インターネットによる調査票の授受を実現するため、新たに「介護サービス情報

報告システム」（以降「報告システム」と呼びます）をスタートしました。 

このマニュアルは、事業所の方が報告システムを利用して、調査票を提出したり、

公表後に訂正したりする手順について説明するものです。 

 

また、このマニュアルでは、次のようなアイコンを使用しています。 

報告システムをさらに使いやすくするための、応用的な利用方

法を表しています。 

説明している内容の補足説明を表しています。 メモ 

注意 操作する上で、ご注意いただきたい点について表しています。 
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(3) 介護サービス情報公表システムの全体イメージ 
事業所・調査機関・公表センター間では、次のような運用が行われます。 

 

図 1：介護サービス情報公表システムの運用イメージ 

 

事業所 

調査機関 

公表センター 

基本情報・調査票を 

WEB入力 

介護サービスの実態 

を訪問調査 

訪問調査の結果を 

WEB 入力 

収集した情報を 

インターネットで公開 

 

 

 

¸ 新規に指定を受けた場合など、訪問調査が免除され、基本情報だけを公表セ
ンターに報告する場合は、上の図の ❷や❸は必要ありません。 
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